
1 

 

 

 

 

 

 

 

町公式フェイスブック運用業務委託 

プロポーザル仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年２月 

安平町 総務課情報グループ 



2 

 

町公式フェイスブック運用業務委託 

プロポーザル仕様書 

 

１．業務名 

町公式フェイスブック運用業務委託 

 

２．業務の目的 

  当該業務は、町公式フェイスブックを活用した魅力発信を町外向けに行い、第２次安平町総合

計画 中期基本計画における政策分野Ⅵ「行財政運営」における基本施策１(情報発信)「情報共有

と知名度向上につながる発信力の強化」で掲げている成果指標フェイスブック「いいね」の数を

達成し、知名度向上、情報交流人口及び交流人口の拡大、そして移住・定住人口の拡大に寄与す

ることを目的とする。 

  また、当該業務は「シティプロモーション事業」「移住定住促進事業」「学校魅力化事業」の３

事業から構成される安平町地方創生推進事業における「シティプロモーション事業の一部」とし

て位置づけすることを考えており、関連事業である「移住定住促進事業」「学校魅力化事業」の発

信をより効果的に実施するよう努めること。 

 

３．委託業務の内容 

(１) 安平町担当者との打合せ 

  必要に応じて打合せは訪問・電話・メールにて適宜行うものとする。 

(２) 業務計画の提案及び作成 

  投稿の流れ・投稿のルール等といった当該業務を実施するにあたり必要となる事業計画提案

し、作成すること。 

(３) 記事作成（取材含む） 

 自発的な情報収集を行い、記事を作成することを基本とするが、安平町担当者からの 

依頼により作成する場合がある。また、投稿するにあたり必要となる取材行為やイラスト等の 

素材作成等も受託者で行うこと。 

(４) レポート作成 

 月次及び年次でレポートを作成すること。収集する項目及び数値等は別途協議とする。 

 

４．業務遂行上の留意点 

業務遂行する上で、不明点・明示なき事項などについては都度安平町と協議し決定をしたうえ

で進めること。安平町からの質問や不具合対応など真摯に対応を行うこと。当該業務に関わる費

用並びに交通費等の諸費用については、契約金額に含むこと。 
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 また、当該業務は単年度単位での実施となるが、安平町地方創生推進事業は３か年の計画と

なっている。事業継続は現段階では未決定。最後に、本プロポーザルは受託候補者を選定するも

のであり、決定ではない。 

 

５．成果品 

(１) 記事作成及び投稿 週２回×４週×12か月の計96回を想定 

 (２) 月次レポート   １２回 

 (３) 年次レポート    １回 

※成果品は全て当町に帰属するものとする。 

 

６．その他 

 企画提案書作成等の参考になるものとして、以下のものを示すので、必要に応じて参照すること。 

 (１) 安平町総合計画 

   https://www.town.abira.lg.jp/gyosei/sogo-keikaku 

 (２) 安平町の各種計画・ビジョン等 

   https://www.town.abira.lg.jp/gyosei/kakushu-keikaku 
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参考第２次安平町総合計画 中期基本計画より抜粋 
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参考第２次安平町総合計画 中期基本計画より抜粋 

 

 


